
（6）No.805広報 平成29年（2017年）12月10日

八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内・催しおしらせＨＯＴコーナー　案内・催し

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴

　
平
成
２９
年
第
４
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
１２
月
１
日
㈮
か
ら
２０
日
㈬
ま
で
開
会
し

て
い
ま
す
。

一
般
質
問
日　
１２
月
１５
日
㈮
・
１８
日
㈪
・

１９
日
㈫

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と

払
各
日
４２
人
（
当
日
先
着
順
）

物
議
事
調
査
課
☎
焚
２
７
７

八
潮
市
ふ
る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

利
用
時
間
の
変
更

　
平
成
３０
年
１
月
４
日
か
ら
、
次
の
と
お

り
変
更
し
ま
す
。

腹
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

物
八
潮
市
ふ
る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
☎
９９８

・
８
６
０
９

平
成
２９
年
度
第
２
回
入
学

準
備
金
（
無
利
子
）

覆
高
校
・
専
修
学
校
・
大
学
に
入
学
す
る

こ
と
が
確
実
な
方
の
保
護
者
で
、
入
学
費

用
の
支
払
い
が
困
難
な
方
（
市
内
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
引
き
続
き
１
年
以
上
居
住

し
て
い
る
方
）

貸
付
限
度
額　
高
校
・
専
修
学
校
１５
万
円

以
内
、
大
学
２５
万
円
以
内

受
付　
平
成
３０
年
１
月
５
日
～
２５
日

※
合
格
発
表
前
で
も
申
請
可

返
済
方
法　
入
学
後
６
カ
月
据
え
置
き
・

修
学
期
間
終
了
ま
で
に
返
済

連
帯
保
証
人　
要
１
人
（
原
則
、
市
内
に

住
民
登
録
あ
り
・
所
得
要
件
な
ど
あ
り
）

※
奨
学
生
本
人
・
市
内
小
中
学
校
の
児
童

生
徒
の
保
護
者
（
入
学
す
る
児
童
生
徒
を

含
む
）
を
対
象
と
し
た
教
育
資
金
（
無
利

子
）
の
貸
付
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

物
教
育
総
務
課
☎
焚
３
７
７

八
潮
市
特
別
人
権
相
談
所
開
設

　
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

腹
１２
月
１４
日
㈭　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

複
第
２
会
議
室

淵
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
人
権
に
関
す

る
相
談

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員
※
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
、
国
民
の
基
本
的
人
権
が
侵

害
さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
侵
害
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
適
切
な
処
置
を
講
ず
る

こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
図
り
ま
す
。

物
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
焚
８
１
１

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

―
１２
月
１０
日
～
１６
日
―

　
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
の
解
決
の
た

め
、「
拉
致
は
許
さ
な
い
」
と
い
う
市
民

一
人
ひ
と
り
の
声
が
大
き
な
力
と
な
り
ま

す
。

　
こ
の
週
間
を
機
に
拉
致
問
題
へ
の
意
識

を
一
層
高
め
ま
し
ょ
う
。

物
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
焚
８
１
１

償
却
資
産
の
申
告

　
平
成
３０
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
１
月
３１

日
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
２９

年
中
に
事
業
を
廃
止
し
た
方
、
資
産
の
増

減
の
な
い
方
も
申
告
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子

申
告
も
で
き
ま
す
。
電
子
申
告
の
利
用
方

法
な
ど
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.eltax.jp

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※
償
却
資
産
…
会
社
や
個
人
で
工
場
や
商

店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
や
駐
車
場
や

ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸
し
付
け
て
い
る
方
が

そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
て
い
る
構
築
物
、

機
械
、
器
具
お
よ
び
備
品
な
ど
（
自
動
車

税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
対
象
の
も
の
を

除
く
）

物
資
産
税
課
☎
焚
４
１
２

家
屋
調
査

　
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
そ
の
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、
市

の
職
員
に
よ
る
「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
調
査
で
は
、
家
屋
の
内
部
（
間
取
り
・

設
備
な
ど
）
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

物
資
産
税
課
☎
焚
３
０
２

内
職
の
あ
っ
せ
ん

　
市
で
は
、
内
職
に
関
す
る
求
人
・
求
職

の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。
予
約
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
内
職
に
興
味
の

あ
る
方
、
内
職
を
希
望
す
る
方
は
直
接
来

庁
い
た
だ
く
か
、
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
求
人
情
報
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確

認
で
き
ま
す
。

内
職
相
談 

腹
毎
週
火
曜
日　
午
前
１０
時
～
正
午
、
午

後
１
時
～
３
時
３０
分 

複
市
役
所
市
民
相
談
室

物
商
工
観
光
課
☎
焚
２
７
４

平
成
３０
年
度
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
追
加
受
付

●
物
品
等
業
種

受
付
期
間　
平
成
３０
年
１
月
４
日
～
１９
日

（
消
印
有
効
）

仏
申
請
書
類（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
）

を
郵
送
で
財
政
課
へ

●
建
設
工
事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、
土

木
施
設
維
持
管
理
業
務

受
付
期
間　
新
規
＝
平
成
３０
年
１
月
４
日

～
１９
日
（
消
印
有
効
）、
追
加
＝
平
成
３０

年
１
月
４
日
～
２６
日
（
消
印
有
効
）

仏
申
請
書
類
を
郵
送
で
共
同
受
付
窓
口

（
埼
玉
県
）
へ

※
概
要
・
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
建
設
工
事
は
、
健
康
保
険
・
厚
生
年
金

保
険
・
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

―
共
通
―

登
録
期
間　
平
成
３０
年
４
月
１
日
～
平
成

３１
年
３
月
３１
日

物
財
政
課
☎
焚
４
４
５

施
策
評
価
・
事
務
事
業
評
価
の
公
表

　
平
成
２８
年
度
に
市
が
実
施
し
た
施
策
・

事
務
事
業
に
つ
い
て
、
評
価
結
果
を
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
市
役
所
８
４
０
情
報

資
料
コ
ー
ナ
ー
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

物
企
画
経
営
課
☎
焚
８
８
５

労
働
力
調
査

　
総
務
省
統
計
局
で
は
、
埼
玉
県
を
通
じ

て
、
毎
月
「
労
働
力
調
査
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
、

国
や
都
道
府
県
が
実
施
す
る
雇
用
失
業
対

策
な
ど
の
企
画
・
立
案
を
す
る
う
え
で
重

要
な
指
標
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。
調
査

の
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、
統
計
調
査

員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

物
企
画
経
営
課
☎
焚
２
３
３

平
成
２８
年
度
審
査
請
求
事
件
の

処
理
状
況

請
求
件
数　
２
件

裁
決
の
状
況　
棄
却
２
件

※
い
ず
れ
も
保
育
所
入
所
に
関
す
る
案
件

物
総
務
人
事
課
☎
焚
２
３
０

確
定
申
告
書
の
自
宅
作
成

　

確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
を
自
宅
の
プ
リ
ン
タ
で

印
刷
す
れ
ば
、
郵
送
な
ど
で
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
２９
年
分
の
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
は
１
月
中
旬
か
ら
利

用
で
き
ま
す
。

※
プ
リ
ン
タ
が
な
い
場
合
で
も
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
で
保
存
す
れ
ば
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
な
ど
で
出
力
可
能
で
す
。

物
越
谷
税
務
署
☎
９６５
・
８
１
１
１

平
成
３０
年
度
東
埼
玉
資
源
環
境

組
合
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

追
加
受
付

登
録
期
間　
平
成
３０
年
４
月
１
日
～
平
成

３１
年
３
月
３１
日

仏
１２
月
１８
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
申

請
書
類
（
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈http://

www.reuse.or.jp

〉で
入
手
）に
必
要
書

類
を
添
え
て
郵
送
で
東
埼
玉
資
源
環
境
組

合
総
務
課
（
☎
９６６
・
０
１
２
２
、
〒
343
―

０
０
１
１
越
谷
市
増
林
３
―
２
―
１
）
へ

催
し
催
し

楽
し
く
体
験
！！
ヤ
ッ
キ
ー
ひ
ろ
ば

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
お
り
が
み
」

腹
１２
月
１６
日
㈯　
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

３０
分

複
や
し
お
生
涯
楽
習
館
展
示
コ
ー
ナ
ー

覆
小
学
生

淵
ハ
ッ
ピ
ー
こ
ま
ち
ゃ
ん
や
か
わ
い
い
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
を
折
り
紙
で
折
る

払
２０
人
（
当
日
先
着
順
）

沸
無
料

物
や
し
お
生
涯
楽
習
館
☎
９９4
・
１
０
０
０

き
て
・
み
て
・
体
験
！
市
民
活
動

団
体
（
個
人
）
に
よ
る
わ
く
わ
く

体
験
フ
ェ
ア
！
＆
展
示

腹
１２
月
１７
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

（
作
品
展
示
は
２５
日
ま
で
）

複
や
し
お
生
涯
楽
習
館

淵
▼
手
作
り
体
験
（
不
思
議
な
偏
光
板
ボ

ッ
ク
ス
、
お
正
月
飾
り
、
パ
ス
テ
ル
ア
ー

ト
、
カ
ラ
ー
魚
拓
、
木
工
、
プ
リ
ザ
ー
ブ

ド
フ
ラ
ワ
ー
）
▼
健
康
づ
く
り
体
験
（
ス

ポ
ー
ツ
吹
き
矢
、
気
功
、
太
極
拳
、
キ
ッ

ズ
ダ
ン
ス
）
▼
ミ
ニ
講
座
（
発
電
の
仕
組

み
、
不
思
議
な
科
学
）
▼
展
示
（
市
民
活

動
団
体
の
活
動
報
告
、
手
作
り
品
の
展
示
、

絵
画
な
ど
）

沸
１
０
０
０
円
以
内
（
無
料
体
験
あ
り
）

物
や
し
お
生
涯
楽
習
館
☎
９９4
・
１
０
０
０

　マイナンバー制度における情報連携が、１１月１３日から本
格的に始まりました。情報連携とは、マイナンバー法に基
づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政
機関の間で情報をやり取りすることです。
　今後は、マイナンバーを用いる事務においては、引っ越
しなどの手続きの際に、これまで提出する必要があった書
類を省略できるようになります（省略できる書類は、事務
・手続きによって異なります。詳しくは手続きの担当課に
ご確認ください）。
　なお、手続きでマイナンバーを記載するときは、マイナ
ンバーを確認できるもの（マイナンバーカード、通知カー
ドなど）と、本人を確認できるもの（マイナンバーカード、
運転免許証など）をご用意ください。
物企画経営課☎焚３１０

　マイナンバー自体は引っ越ししても変わりませんが、マ
イナンバーカードまたは通知カードに新住所を追記する必
要があります。転入の手続きをする際は、転入先の窓口で
マイナンバーカードまたは通知カードの住所変更手続きも
行ってください。
物市民課☎焚２１０

マイナンバー制度における情報連携の開始

引っ越しの際は、マイナンバーカード・通知
カードの住所変更手続きもお忘れなく


